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第２回熊本市・植木町合併協議会次第 

 
                日時：平成２１年１月３０日（金）15：00～ 
                場所：KKR ホテル熊本 １階「有明・不知火」 
 
１ 開 会 
 
２ 幸山会長挨拶   幸山 政史 熊本市長 
 
３ 議  事 
  (1) 報 告 
     議員専門部会からの報告 
 
  (2) 協 議 
     協議第 １号 合併の方式について 
     協議第 ２号 合併の期日について 
     協議第 ３号 新市の名称について 
     協議第 ４号 新市の事務所の位置について 
     協議第 ９号 地方税の取扱いについて 
     協議第 １７号 企画財政関係事業について 
     協議第 ２１号 環境保全関係事業について（その１） 
     協議第 ２５号 水道関係事業について 
     協議第 ２６号 電算関係事業について 
 
４ その他 
 
５ 閉 会  藤井 修一 植木町長 
 
 
 
 
 
 
 



開始 １５時００分 
司会 
それでは、定刻になりましたので「第２回 熊本市・植木町合併協議会」を始めさせて

いただきます。皆様には御多忙の中御出席いただきましてありがとうございます。ここで

本日配布しております資料の確認をさせていただきます。お手元に１枚もので「会次第」「席

次表及び出席者名簿」「協議会委員名簿」それから冊子で「第２回合併協議会資料」以上の

４種類の資料を配布しております。不足等がございましたら、事務局までお申し出くださ

い。 
御確認ありがとうございました。それでは、御手元に配布致しております会次第に従い

まして、進めてまいりますのでよろしくお願い致します。 
それでは、本協議会幸山会長であります幸山会長が御挨拶を申し上げます。 

 
幸山会長 
 皆さんこんにちは。では、第２回目の熊本市・植木町合併協議会の開催にあたりまして

一言御挨拶を申し上げます。 
 まずは、各委員の皆様方におかれましては大変御忙しい中に御出席いただきまして、ま

た足元のお悪い中にご出席いただきまして重ねて御礼を申し上げる次第でございます。昨

年第１回目１２月の２６日に開催をさせていただきました。年が改まりまして第２回目と

なるわけでございますけど、昨年同様皆様方のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げ

る次第でございます。 
年が改まりましていよいよ合併特例法の期限があと１年３ヶ月を切ったところでござい

ますけれども、特に今年の前半の協議が正念場というような思いをもっているところでご

ざいます。１回目も様々なご意見・ご議論等をいただいたところでございますけれども今

後とも皆様方のそれぞれの立場の中でご意見ご議論等いただきます中で両市町の発展に繋

がるような実りある協議を行ってまいりたいというふうに考えておりますのでなにとぞ今

後とも皆様方のご指導よろしくお願い申し上げる次第でございます。 
改めまして１回目の協議会につきまして前回の協議会をふり返らせていただきたいとい

うふうに存じますが、前回の協議会におきましてはこの協議会の会議運営にかかります諸

規定あるいは今後の事業計画、協議項目そして議員専門部会への付託項目等につきまして

ご承認をいただいたところでございます。その結果を受けまして１月８日でございました

が第１回目の議員専門部会の開催をさせていただいております。その議員専門部会におき

まして前回協議会で承認をいただきました７つの付託項目のうち４つの項目につきまして

審議が行われておりますので、この事につきまして後ほどご報告を申し上げますと共に本

日の協議項目として提案をさせていただきたいと考えております。また、それぞれの作業

部会におきましても現在事務事業の制度比較を行いまして合併する場合の調整方針の検討

を行っているところでございますけれども、本日はその中で作業部会での検討が終了致し



ました「企画財政部会」「環境保全部会」「水道部会」「電算部会」この４つの部会につきま

して提案をさせていただきたいというふうに考えております。 
このように、本日から本格的な協議が行われていくことになるわけでございますけども、

改めまして皆様方のご協力をお願い申し上げ、そして先ほど申し上げましたけども両市町

の更なる発展に繋がるような協議になりますことをお願い申し上げまして冒頭にあたりま

してのご挨拶に代えさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 
司会 
 それでは、これより次第３議事に入らせていただきます。会議の進行につきましては協

議会規約第１０条第２項により「会議の議長は幸山会長をもって充てる」となっておりま

すのでこれより先の進行を幸山会長にお願い致します。 
 
幸山会長 
それでは、規約に従いまして議長を務めさせていただきます。皆様方のご協力をよろし

くお願い申し上げます。 
それではさっそくでございますが、まず「委員の出席数について」でございます。本日

は熊本市の西島委員のほうから欠席の報告を受けておりますが、他の委員の皆様方におか

れましては全員御出席をいただいておりますので、協議会規約第１０条第１項の「定足数」

を満たしておりますことをまずはご報告申し上げます。 
続きまして、会議録署名委員の指名を行わせていただきます。会議録署名委員の指名に

つきましては、熊本市植木町合併協議会会議運営規程第８条第２項の規定によりまして「指

名は議長が行う」ということになっておりますので、私のほうから指名をさせていただき

ます。本日は熊本市側からは「竹原委員さん」、それから植木町側からは「堀委員さん」、

両名にお願いしたいと存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 
それでは、議事のほうに入らせていただきます。最初に報告でございます。この報告に

つきましては先ほどご挨拶の中でも申し上げましたように議員専門部会に付託を致しまし

た７件の協議項目のうちすでに４件の協議項目が議員専門部会におきまして審議をされて

おりますので、その審議の経過及び結果につきましての報告であります。それでは事務局

の方から説明をお願い致します。 
 
事務局 
 議員専門部会の報告の前に、一言事務局の方からご報告を申し上げたいと思います。実

は、前回の協議会で小佐井委員から政令指定都市移行後の熊本市の財政についてのご質問

がございました。今日の資料の７ページでございます。協議項目２７番目、「政令指定都市

移行に関する事項について」とあります。ご質問は「この中で政令指定都市移行の財政計

画の見通しについて示すのですか」、という主旨の内容でございました。で、その時「合併

市町村基本計画１１番の方でお示しできるかどうか県と協議を致します」というお答えを



致しました。それで今現在、検討・協議を致しております。そういう状況でございます。

今のところ法令の法定の事務は熊本市域については一応協議が終わっております。植木町、

益城町、城南町など、それ以外のところにつきましては今から検討するということになり

ます。後は、法令に規定のない委任の事務をどうするのかというようないくつかの課題が

ございますが、可能な範囲で政令都市移行による財源の影響というものを１１番のところ

でお示ししたいと思っております。        
引き続きまして、議員専門部会報告をさせていただきたいと思います。長くなりますの

で着席して説明をさせていただきます。 
それでは、資料の３ページをご覧いただきたいと思います。専門部会より協議会幸山会

長宛に報告ということでこちらのほうに記載されております。内容につきまして４ページ

をご覧いただきたいと思います。 
第１回議員専門部会ということで１月８日午後２時から行われました。まず、部幸山会

長副部幸山会長の選任が行われましたけども、それに先立ちまして、前回もご質問あった

かと思いますが、公開・非公開につきましての協議がなされました。その結果、両市町の

議員のみ傍聴可というようなことが決められた次第でございます。 
それでは１番２番、流れに沿ってご報告したいと思います。部幸山会長副部幸山会長と

いうことで部幸山会長に嶋田幾雄議員、副部幸山会長に植木町のほうから住野弘行議員に

選任が決まりました。それで審議の状況でございます。付託致しておりました７項目のう

ち４項目の付託を審議いただきまして、「合併の方式について」「合併の期日について」「新

市の名称について」「新市の事務所の位置について」、事務局の方より提案のとおりご承認

をいただいたところでございます。以上でございます。 
 
幸山会長 
只今事務局のほうから説明がありました議員専門部会からの報告につきまして、何かご

質問等はございませんでしょうか。はいどうぞ古田委員さんお願いします。  
 
古田委員 
議員専門部会の決定が、法定協の決定よりも優先するわけですか。 

 
幸山会長 
 それでは、事務局の方からお願い致します。 
 
事務局 
 あくまでもこの協議会から議員専門部会に付託されておりますので、そこでまず協議を

していただいて、そして最終決定ということになります。 
 



古田委員 
では、１～４まで議員専門部会のほうで承認がなされておりますけれども、１番の項目

の熊本市と編入というところです。けれども、熊本市が今回の合併については政令市を目

指すということでほかの町村に呼びかけがあっているかと思いますけれども、対等合併と

いうことは考えておられませんか。 
 
幸山会長 
 それでは、事務局の方からお願いします。 
 
事務局 
 議員専門部会で提案させていただいて、後ほどご説明をしようということでございます

が、９ページのほうで具体的に１項目ずつ御審議をいただくということでございますので、

そちらのほうでさせていただきたいと思います。 
 
幸山会長 
後ほどの協議ということで予定しております。そちらのほうでまたお答えをさせていた

だきたいというふうに存じます。報告に関してはよろしいでしょうか。 
 
（はい、と返答あり。） 
 
幸山会長 
 それでは、報告につきましては以上で終わらせていただきます。 

次に協議に入らせていただきますけれども、本日の協議でございますが、協議会次第に

あります通り、９件の協議項目となっておりますけれども、最初に本日の協議の進め方に

つきまして確認をさせていただきたいというふうに考えております。 
まず、今も話がありましたが、協議第１号の「合併の方式について」から協議第４号の

「新市の事務所の位置について」まででございますけれども、この４項目につきましては、

今後の協議項目の調整方針に大きな影響を与えるということになってまいります。この４

項目が決まりませんと、今後各事業の調整方針を提案することが困難、となってまいるわ

けでございます。そこで、第１回協議会でお願いをしました通り、この４つの項目につき

ましてはご審議の上、承認の是非につきまして今回お諮りをさせていただきたいと考えて

おります。それ以外の５つの項目につきましては、本日は提案のみで、次回の協議会にお

いて承認の是非のお諮りをさせていただくということを考えておりますので、なにとぞよ

ろしくお願い申し上げたいというふうに存じます。その件につきましてはよろしいでしょ

うか。 
 



（はい、と返答あり。） 
 
幸山会長 
それでは、まず協議第１号から協議第４号についてでございますが、この４つの項目は

関連がございますので一括してご説明を申し上げ、その後ご審議をお願いしたいというふ

うに考えております。 
それでは事務局から協議第１号から協議第４号まで一括してのご説明をお願いします。 

 
事務局 
 それでは、一括してご説明をさせていただきます。まず、９ページからご説明をさせて

いただきます。先ほど申しましたように議員専門部会では４項目について承認をいただい

たとこでございますけれども、この法定協議会におきまして改めて提案するものでござい

ます。まず「合併の方式」でございます。合併の方式につきましては「植木町を廃止し、

その区域を熊本市に編入する編入合併する」ということで提案をさせていただいておりま

す。ただこの付帯事項でございます、『熊本市と植木町の合併は両市町の歴史・伝統・文化

やまちづくりの歩みを尊重しつつ、「対等な立場」「互助の精神」の理念のもと、「合併協議

項目の調整方針」に基づく協議を行うことにより両市町の一体的な発展と住民福祉の向上

を目指すものとする』という付帯事項を記載させていただいております。それでは次の１

１ページご覧下さい。 
協議第２「合併の期日」でございます。合併の期日につきましては、「平成２２年３月３

１日までの間で住民生活への影響等を勘案し改めて定める日とする」ということで提案を

させていただいているところでございます。 
次は協議第３号１３ページでございます。「新市の名称」でございます。「新市の名称」

につきましては「熊本市とする」ということでご提案をさせていただいております。 
次は協議第４号１５ページでございます。「新市の事務所の位置」でございます。新市の

事務所の位置につきましては、「熊本市手取本町１番１号」ということで提案をさせていた

だいております。 
それでは、４項目につきましての関連の資料でございます。１７ページ以降をご覧いた

だきたいと思います。まず、「合併の方式」でございます。合併の方式につきましてはまず

法的には「新設合併」と「編入合併」ということで２つが予定されております。この両方

のどちらか選択をするということになっております。ただし、いずれの場合に致しまして

も、「合併に際しては両市町がすべて対等な立場で臨むことが必要です」ということで、近

年「対等な精神での編入合併」ということがありますので、今回私ども植木町さんとの間

におきましても、付帯事項ということで、先ほどご説明致しましたように、『「対等な立場」

「互助の精神」の理念のもとに』というようなことで、付帯事項を記載させていただいた

ところでございます。とばして１７ページの下の点線でございます。「新設合併」「編入合



併」、両方どちらかをとるということでございます。新設はＡ町Ｂ町が新たにＣ町というこ

とでございます。近年の例として天草市があります。編入はＡ町がＢ市に編入されてＢ市

になるというようなこと。ここでは静岡市が例に挙げております。次のページをご覧いた

だきたいと思います。１９ページ右のページでございます。これまで最近の合併の状況で

ございますけれども、県庁所在地の合併におきましてはすべて「編入合併」ということに

なっているところでございます。静岡市や熊本市は今回編入ということで提案しておりま

すけれども、高知、佐賀、宇都宮共に編入でございます。熊本市の場合も富合町は編入と

いうことで合併いただいております。比較表が１８ページに掲載しておりますけれども、

「新設合併」と「編入合併」の場合でございます。まず「新設合併」の場合は新たに法人

格が発生するということ。それからそれに伴いまして名称に事務所これが新たに定めると

いうこと。また市町村の長も失職すると。議会議員さんも失職すると。もちろん特例はあ

りますけれども、そういうふうなことで新たな市がやるということで、すべて失職を１度

するということになります。一番下に書いてありますように、条例規則を施行ということ

で、新たに制定しなければいけないということになります。右の方、「編入合併」でござい

ます。編入合併は編入する市町村の法人格がそのまま継続致しますので、その市町村長に

つきましてはそのまま変わらないということになります。それから議会の議員におきまし

ても、編入する市町村の議員は在任ということになります。もちろん編入されるほうは失

職しますけども、いろんな特例処置が予定されているところでございます。その他農業委

員会につきましても同じようでございまして、特別職その他条例規則につきましても編入

する方はそのまま残るということになります。継続して適用されるというようなことでご

ざいます。それから２０ページをご覧いただきたいと思います。「合併の期日」でございま

す。これは合併の基本事項となるものでございますけれども、「３月３１日」までに合併を

するということが合併新法に基づく特例措置ないし支援プランの支援策等を受けるという

ことでありますので、一応「３月３１」までに合併をするということで記載をさせていた

だいております。これはまず、日程がはっきりしないということは、今後色んな調整をし

ていく中で、最も住民生活に影響が少ない日にちを設定したいということで今のところ現

時点では「３月３１日」までということにしておりまして、改めて日にちが決まりました

時にまた提案をさせていただきたいと考えているところでございます。 
それから「新市の名称」でございます。「新市の名称」につきましては、「新設合併」の

場合は新市の名称を定める必要があります。又、「編入合併」の場合は名称を変更しなくて

もよいということになっているところでございます。 
それから「事務所の位置」でございます。「新設合併」の場合は新市の事務所の位置を定

めるということになりますが、「編入合併」の場合は編入した方の市町の事務所の位置が新

市の事務所の位置となるというようなことになっております。以上、提案とその他の資料

でございました。 
 



幸山会長 
 只今説明がありました協議第１号から協議第４号までにつきまして、ご意見ご質問等が

ありましたら伺ってまいります、いかがでございましょうか。 
 それでは、先ほど古田委員さんから意見のあった分について事務局の方からお答えをお

願いします。 
 
事務局 
 今かなり説明の中で大分申し上げたところもございますし、当然編入にするのか新設に

するのかはこの場の決定ということになります。ただ事務局としてですね、こういう提案

をさせていただいた植木町と熊本市が話し合ってさせていただいた理由でございますが、

１つには先ほどおっしゃったようにですね、政令指定都市を目指しているということがご

ざいまして、平成２０年３月までの合併ということを考えております。そういうふうにな

りますとですね、もし、新設合併になった場合には、すべての条例とか規則とかを全部白

紙に戻すということになります。その中でですね、１つ１つ全部をもう１回再度決定をし

ていって、そして合併をすると、いうような作業が出てまいります。そういう意味では作

業量、コスト、時間等ですね、編入合併に比べて膨大なものになるということと、事実上

時間的に間に合わなくなるということも、ございます。またですね、熊本市は中核市でご

ざいまして、植木町は町でございますが、かなり中核市の事務量というのはですね、非常

に多い、植木町がやっとられない部分の事務量もかなりございます。そこらへんに絡むい

わゆる条例とか規則というのも、一応全部白紙に戻して見直すということになりますので、

やはりそういうことを含めましてですね、できましたら編入合併でお願いしたいというこ

とで、こういうふうな提案をさせていただいているということでございます。編入合併と

いうことでございましても、当然双方の違いというものにつきましては、今日からずっと

議論していただきますが、どういうふうにしていくのかということは、この場で取り扱い

としてですね議論していきながら、お互い対等な立場で決定をしていくということになり

ますので、編入合併ということで、提案をさせていただいているということでございます。

以上でございます。 
 

古田委員 
 予算規模・人口規模は違いますけれども、同じ住民同士でですね、意見をしっかり言う

ようにさせていただきたいと思いますので、付帯事項については厳守をお願いしたいと思

います。 
 
幸山会長 
はい、わかりました。どうぞ、他にご意見ご質問等があれば、お願いいたします。それ

では副幸山会長お願い致します。 



 
藤井副幸山会長 
 合併の方式について２つの方式があるということで、編入合併の提案がされております。

人口規模にいたしましても、２０対１という、また予算規模につきましても、このような

規模の違いがございまし、熊本県都である熊本市というのはまた非常に全国的に知名度の

高いというようなこともございまして、色々なことを総合的に勘案しました時に、「編入合

併」はやむをえないというふうに考えております。しかしながら、小さいけれども１つの

町としてずっとやってきたその植木町のアイデンティティーというものもやっぱりあるわ

けでありますので、そこにつきましては、ここの付帯事項で掲げてありますように、『「対

等な立場」「互助の精神の理念」のもと』、この協議を進めていただくことを要望いたしま

して私の意見とさせていただきます。 
 
幸山会長 
 只今古田委員、藤井町長さん副幸山会長さんからもお話があったところでございますが、

協議会の幸山会長としても、あるいは熊本市長という立場でも、今回付帯事項としてござ

いますこの文言というもの重く受け止めました中で、今後の協議の調整方針等に生かして

まいりたいというふうに改めて感じたところでございます。 
 他に何かご意見ご質問等ございませんでしょうか。 
 
堀委員 
 堀でございます。「新市の名称」についてでございますけれども、植木町というのが消滅

するということになっておりますけれども、植木町には「スイカ」というのがございまし

て、この前の研究会でも市長さんのほうからブランドとして生かそうじゃないかという温

かいメッセージをいただいておりますが、「植木スイカ」というブランドを付けた場合に地

方の名称が無くなったらそれも出来ないじゃないだろうかと思いまして。益城町の地名を

見ますと、熊本市○○町となった所は、大字が町になっておりますので、植木町をどのよ

うにいかしたらいいかというのがちょっと、私には分かりませんけれども、望みとしては

植木町という地名を残していただきたいと思いますが、いかがなものでしょうか。 
 
幸山会長 
 それでは、事務局の方からお願い致します。 
 
事務局 
 多分、次回以降でですね、町名ということを提案させていただこうと思っておりますが、

只今のご意見を参考にさせていただきながら、提案させていただきたいと思います。 
 



幸山会長 
 他に何かご意見ご質問あれば、お願い致します。 
他ございませんでしょうか。それでは他ご質疑等ないようでありますれば、協議第１号

の「合併の方式について」協議第２号の「合併の期日について」協議第３号の「新市の名

称について」協議第４号の「新市の事務所の位置について」、以上４項目につきましては、

原案の通り承認ということでようございましょうか。 
 
（はい、の返答あり。） 
 
幸山会長 
 それでは協議第１号から協議第４号までは、異議なしということでございますので、原

案のとおり承認とさせていただきます。 
 それでは、引き続き協議項目を提案させていただきます。これからの項目につきまして

は、先ほど申し上げましたように、本日は提案のみで承認の是非につきましては、次回の

協議会で諮らせていただきたいというふうに考えております。提案のみということではご

ざいますが、当然ご意見ご質問等は出していただいて結構でございます。 
 それでは協議第９号「地方税の取扱いについて」であります。それではまず、事務局か

ら説明をお願い致します。 
 
事務局 
 ２１ページをご覧いただきたいと思います。地方税の取扱いにつきまして４項目につき

まして今回ご提案をさせていただいております。まず１番でございます。「地方税のうち都

市計画税については政令都市移行が実現し、都市計画区域の線引きがなされた場合におい

て、熊本市の例に統一する。」と。ただし、「市町村の合併の特例等に関する法律第１６条

第１項の規定に基づき、合併の年度及びその後５年度は課税免除とする。なお、植木地域

における都市計画税の相当額については、植木地域における都市基盤整備等に要する費用

に充てていくものとする。」と。次の項目でございます。地方税のうち事業所税でございま

す。事業所税については、「市町村の合併の特例等に関する法律第１６条第１項の規定に基

づき課税免除(合併の年度及びその後５年度)とし、その後は熊本市の例に統一する。なお、

植木地域における事業所税の相当額については、植木地域における都市基盤整備等に要す

る費用に充てていくものとする。」と。次は地方税のうちの法人市（町）民税について。「市

町村の合併の特例等に関する法律第１６条第１項の規定に基づき不均一課税（合併の年度

及びその後５年度は現行の税率を採用とし、その後は熊本市の税率とする。」と。４番目が

「地方税のうち入湯税については、熊本市の例に統一する。」という４つの項目につきまし

てご提案を差し上げております。 
 次のページをご覧いただきたいと思います。各協議会の項目のほうに一覧表を記載させ



ていただいております。今回提案をするものにつきましては第１から第４ということで第

２回の提案ということになっております。その他につきまして地方税の取扱いについては

事務局ということで書いてあります。かなりの相当の項目ありますので、協議につきまし

ては両市町で違いがありますのには、住民生活に関わりが深いもの、代表的な大きな影響

があるもの等につきましては、法定協のほうで議論をさせていただきまして、その他熊本

市単独のものであったり、住民に大きな影響を与えないもの、両市にとってそれほど程度

が違わないようなものにつきましては、事務局、幹事会等で想定をしているところでござ

います。そういうことで各項目の一覧表が今後も付いてまいりますのでご参考にというこ

とでお願いしたいと思います。２３ページでございます。先ほど申しました「都市計画税」

につきましての調査票でございます。この「都市計画税」につきまして、熊本市と植木町、

熊本市は現在税率の０．２ということで、市街化区域内におけます土地家屋等につきまし

て課税されているところでございます。植木町につきましては、課税がないということで

今後政令指定都市移行が実現し線引きがなされた場合に熊本市の例に統一をするというこ

とで調整方針になったところでございます。それからこの使途につきまして下のほうの破

線に記載させておりますけれども、市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又

は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業等に要する費用に充てるというような

ことで規定されているところでございます。次に２４ページでございます。「事業所税」で

ございます。「事業所税」につきましても熊本市のみの課税になっておりまして、資産割と

従業者割この２つがございます。資産割につきましては、１０００㎡。事業者割に関しま

しては１００人を超える事業所ということで熊本市のほうでは課税されているところでご

ざいます。同じく使途につきましても、ここに書いてありますように、事業所税の使途に

つきましては地方税法に道路であったり、公園、水道、その他に書いてありますようなも

のに充当するというようなことに規定されているところでございます。２６ページでござ

います。「法人市町民税」でございます。先程申しましたが制度の比較としましては、熊本

市の場合には税率が法人税、均等割につきましては制限税率、そして法人税は制限税率１

４．７％となっておりまして、植木町は均等税割、標準税割、超過税率ということで１４．

５％で熊本市のほうが０．２高くなっているところでございます。これを５年間は不均一

課税としましてその後熊本市の税率に統一しますというようなことで提案してるところで

ございます。それから２７ページでございます。「入湯税」でございます。「入湯税」につ

きましては熊本市と植木町の違い、まず、税率につきましては１人１日１５０円というこ

とで同じでございますけれども、植木町さんのほうでは日帰り１人７０円ということが税

率としてあるところでございます。また免税点につきましては、熊本市の場合は１５００

円という金額になっておりまして、植木町さんの場合には日帰り客で、入湯客で、入湯料

金が１人３６０円以下ということになっております。こういうことから、このまま熊本市

になりますと植木町さんが大体１６年度は３５，７７１人が日帰り客ということで、これ

を免税点１５００円以下という熊本市の免税点にいきますと約２５０万円程度の減収が予



想されます。ま、逆に言いますと利用者にとってはそれだけ負担が減るということで熊本

市の例に統一するというようなことで提案をさせていただいているところでございます。

以上でございます。 
 
幸山会長 
 只今説明がありました協議第９号につきまして、ご質問ご意見等があれば伺ってまいり

ますが、いかがでしょうか。はい、それでは小佐井委員さんどうぞ。 
 
小佐井委員 
 それでは私の方からは、２１ページでございます。地方税の取り扱いについての４項目

目「入湯税」のことについて、ちょっとまずはお尋ねをさせていただきたいと思います。

前項にかかげてあります１項目２項目に掲げてあります都市計画や地方税、こういったも

のにつきましては相当額、これが植木地域における諸々の諸経費に充てていくというよう

な形で直接ご配慮いただいているわけでございますけれども、４番目の「入湯税」につい

てはその記載が外されています。外されているといいますと語弊がございますけれども、

ただ、先般の研究会の内容等考えますと、こちらの方も同じような取り扱いということで、

植木地域で同じくこの入湯税については、特に植木温泉地区の観光振興の類に充てていく

というようなことで、ご配慮いただけないかどうか、この件についてまずはお尋ねをした

いというふうに思います。 
 
幸山会長 
 それでは、入湯税の使途についての考え方、事務局からお願いします。 
 
事務局 
 入湯税でございます。実はですね、都市計画税及び事業所税は現在植木地域で課税され

ていないということがございます。それが、合併ということで課税が起きるということで

ございますので、そういう意味ではですね、植木地域にない税金でございますので。ただ

入湯税の場合は、現在植木地域でも課税されているということがございます。そこがちょ

っと違うかなというふうには思っております。ただですね、入湯税を原資としながら、植

木地域においてはですね、この温泉地域の振興に充当されるようなことの政策もとらえて

おるということも聞いておりますので、どういうふうにこれを考えていくかということに

つきましては、ちょっと、検討させていただけたらというふうに思います。 
 
幸山会長 
 どうぞ、小佐井委員さん。 
 



小佐井委員 
 ありがとうございます。是非ご検討をいただきたいなというふうに私もお願いしたいと

思います。先般の研究会の内容におきましても、植木温泉の地域においては地区計画等の

ことも挙がっておりましたし、また、皆様のご承知の通り、商工会や自営等、外郭団体を

中心としながら、１つの大きな核として町づくりに取り組んでいるというよなこともござ

います。観光振興策の１つとしてですね、大きく捉えていただきたい、これは両市町の為

にも私は是非有効になるんじゃなかろうかなと考えておりますので、前向きにご検討いた

だいてまた次回ご提案をいただきたいなというふうに思います。 
 
事務局 
 検討させていただきます。 
 
幸山会長 
 他に何かご意見ご質問等あれば、お願い致します。はい、古田委員さんどうぞ。 
 
古田委員 
 市町民税ですけれども、出来ますなら、次回ですね、標準課税で植木町熊本市それぞれ

出していただけませんでしょうか。 
 
幸山会長 
 それでは、担当課の方からお願い致します。 
 
事務局 熊本市市民税課 
お尋ねでございますが、個人住民税でしょうか。 

 
古田委員 
地方税の市民税町民税があるでしょう。年収４００万円なら４００万円で合わせてもら

っていいけんですね、家族が４人でどうかというのが１つ。  
 
事務局 熊本市市民税課 
 個人住民税の場合ですね、均等割・税率、これは植木町さんと熊本市一緒でございます。

差異はございません。逆にですね、均等割の最低課税基準というのがございます。それは

むしろ熊本市の方が高うございますので、植木町さんでは課税されている方で、熊本市に

合併したら課税されなくなるとか、そういう点の違いはございます。ただ今おっしゃった

ように４００万円のモデルケースとした場合の税率（額）については一緒になります。 
 



幸山会長 
 事務局のほうから補足でお願いします。 
 
事務局 
 今日お出ししているのは、２６ページですが、法人の市町民税ということでございます。

個人にかかる市町民税は今申し上げましたように全く合併をするから上がるというような

ことはございません。一緒でございます。それから、免税点が熊本市のほうが高いという

ことで、免税になる方が植木町では増えるというようなことになるとご理解いただきたい。         

よろしくお願いします。 
 
幸山会長 
 改めまして事務局の方で２２ページの考え方をもう一度説明お願い致します。 
 
事務局 
先ほどちょっとご説明致しましたけども、こちらのほうに出しておりますのが、特に住

民生活での係わり合いとか、両市で違う部分があるというものを色々なかなり多くの項目

の中からピックアップしてこの中に入れているところでございます。それで事務局レベル

というものは両市町で制度等に差がないというもの、こういうものにつきましては事務局

レベルということにしておりまして、今ご質問がありました件につきましては、まず、同

じ率ということで、逆に少し免税点が熊本市のほうが高いので、それだけお金を払う方が

少ないというようなことで、そういう意味でこれにつきましては法定協の方では提案をせ

ずに、事務局レベルということでさせていただいた、と。そういうことで、今回、法人の

市町民税は若干０．２近く上がるということでここに記載させていただいたというような

ことでございます。 
 
幸山会長 
 ようございますでしょうか。どうぞ他に何かご意見ご質問等あれば、お願い致します。 
 ありませんでしょうか。次回が採決ということになりますが、その採決の前にまた何か

ご意見ご質問等。はい、事務局からどうぞ。 
 
事務局 
 すみません、次回でもよろしいんでしょうけども、先日が城南町との法定協の協議が入

っておりまして、そこでいくつか質問がでましたので、そういうことも含めて若干ご説明

をさせていただこうと思います。一つは都市計画税でございます。２３ページでございま

すが、この都市計画税自体はですね、合併してすぐにかかるものではないということがま

ず１つです。合併して政令指定都市になって、その後どのような市街化区域と市街化調整



区域を分けるかという線引きを行う作業が、地元の方の意見も聞きながら、行われるとい

うことになります。で、線引きがありましたら、市街化区域のみにかかるのが都市計画税

ということでございまして、市街化調整区域には都市計画税はかかりません。そういうこ

とを先日ちょっとお話をさせていただいた、というようなことがございますので、ちょっ

と補足をさせていただきます。 
 
幸山会長 
 今の補足も含めまして、何かご意見ご質問等ございませんでしょうか。 
 それでは、先ほど申し上げかけましたように、次回の採決の前にですね、またご意見ご

質問等を伺う機会を作らせていただきたいというふうに思いますし、また是非、次回の協

議会までにご不明な点ございましたら、事務局等にお問い合わせをいただけたら資料等で

きるだけ早く提供させていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願い申し上

げます。それではございませんですね、次の協議項目に移ってもようございますでしょう

か。 
 
（はい、との返答あり。） 
 
幸山会長 
 それでは、次に移らせていただきます。つづきまして「協議第１７号企画財政関係事業

について（その１）」であります。それでは事務局からお願い致します。 
 
事務局 
 ２９ページをご覧いただきたいと思います。本日は２項目につきましてご提案をしてお

ります。１番目でございます。「企画財政関係事業のうち慣行の取扱いについては、市章、

市の木・花・鳥・歌、都市宣言は、熊本市の例に統一する。名誉町民は、名誉市民として

引き続き顕彰していく。」２番目でございます。「コンビニエンスストアでの市税納税につ

いては、新市の事業として継続する。」ということにさせていただいております。３０ペー

ジが先ほど申しましたように２項目の提案で、その他につきましては事務局の方で調整し

ているところでございます。３１ページでございます。「慣行の取扱い」ということで、制

度の比較としては、熊本市の場合は「市章、市の木・花・鳥・歌、都市宣言、名誉市民別

紙資料参照」とありますけれども、植木町さんのほうでは、「都市宣言」と「歌」がないと

いうことでなっております。内容につきましては３２ページ、３３ページをご覧いただき

たいと思います。３３ページ、名誉市民町民で記載しておりまして、熊本市の方に名誉市

民が８名、植木町さんの名誉町民が２名ということで、記載をしております。それから３

４ページでございます。「コンビニエンスストアでの市税収納」ということで、今植木町さ

んのほうではありませんけど、熊本市のほうでやっとりまして、※印書いております軽自



動車税納入件数は全体の２８．３％ということで、３割近くの実施があるということでご

ざいます。これを新市の事業ということで継続をしていくというようなことで提案をさせ

ていただいております。以上でございます。 
 
幸山会長 
 はい、只今説明のありました協議第１７号につきまして、ご意見ご質問等があれば伺っ

てまいりますが、いかがでございましょうか。特にございませんでしょうか。 
はい、それではないようでございますので次の協議項目に移ってもよろしいでしょうか。 
 
（はい、との返答あり。） 
 
幸山会長 
はい、それでは次の項目に移らさせていただきます。 

「協議第２１号環境保全関係事業について（その１）」であります。それでは事務局からの

説明をお願いいたします。 
 
事務局 
 ３５ページを御開きいただきたいと思います。「環境保全関係事業」でございます。１番

でございます。１，環境保全関係事業のうち合併処理浄化槽整備事業及び人工かん養促進

事業については、熊本市の例に統一する。２，環境保全関係事業のうちごみ減量化及び再

生利用の普及・啓発については、一部事務組合に加入している間は、資源ごみ分別収集運

営費助成金については継続し、その他については、熊本市の例に統一する。３，環境保全

関係事業のうち環境美化活動推進事業については、一部事務組合に加入している間は、ご

み収集所施設整備補助金については継続し、他の事業については新市の事業として継続す

る。４，環境保全関係事業のうち新世紀漱石の森づくり事業については、新市の事業とし

て継続する。ということになっております。 

 それでは調査表でございます。３７ページをご覧いただきたいと思います。まず小型合

併処理浄化槽の事業についてでございます。これにつきましてご覧いただきますと、小型

合併処理浄化槽設置費助成ということで５人槽が３３２,０００円ということでこれは植

木町さんと１０人槽まで同じでございます。そのあと熊本市は１１人槽から５０人槽まで

助成しておりまして、その他高度処理型浄化槽を設置した場合上乗せということで５人槽

であれば１１２,０００円、６～７人槽は７２,０００円ということでこの上の上記の金額

に上乗せをしているということでございます。また単独処理の浄化槽につきましてはなる

べく雨水利用をしてということで雨水貯留槽に転用するときには半分のみということで７

０，０００円ということで助成をしているということでございます。同じように植木町さ

んでございます。１０人槽まで同じでございますけれども、植木町さんの方には単独処理



浄化槽撤去費補助というのが平成２０年度からあるということでこれが一つありますけれ

どもこれについては熊本市の方では工事等に上乗せ等がありますのでこれにつきましては

熊本市の例に統一をするということで提案をさせていただいているところでございます。 

 続きまして、３８ページをご覧いただきたいと思います。ごみ減量化及び再生利用の普

及・啓発でございます。１番の再生資源集団回収助成事業などでございます。資源回収団

体奨励金となっておりますけれども、これにつきまして熊本市の場合は古紙や古着等６円、

４円となっておりまして紙類につきましても植木町よりも若干高いということであります

のでこれにつきましては熊本市ということで。それから植木町さんの（２）の資源ごみ分

別収集運営費助成金でございます。これはその地域の方に運営費の助成金ということでさ

れているところでございます。これにつきましては熊本市には無いということですのでご

ざいますけれども、（２）以降につきましては熊本市と同じまたは熊本市だけということ

でございますので分別収集運営費助成金につきましては一部事務組合に加盟している間は

資源ごみ分別収集運営費助成金としてそのまま継続をするというようなことで協議をした

ところでございます。 

 ４０ページをご覧いただきたいと思います。環境美化活動推進事業でございます。植木

町さんの方でありますのがゴミ収集施設整備に関する補助金ということで金網式ステーシ

ョン、現在ゴミ散乱対策として金網式ステーションを採られているということで、この設

置に対しましてその地域に補助率５０％ということで補助をされているということでござ

います。これにつきましては熊本市にないということでこれにつきまして調整をいたしま

した結果、一部事務組合に加入している間はこの補助金については継続するということ。

これについては新市の事業としてやっていくということになりまして一部組合の間は分別

からゴミの焼却までを一部事務組合に加入している間については、現行制度を残していく

というとこで提案をさせていただいたところでございます。 

 ４２ページをご覧いただきたいと思います。人工かん養促進事業でございます。このビ

ニールハウスかん養対策でございます。これにつきまして熊本市が１基につき１１１，５

１０ 円、植木町さんの方は７３，０００円ということで熊本市の方が充実しているという

ことで熊本市の例に統一するということにさせていただいております。 

 それから４３ページ、新世紀漱石の森づくり事業ということでこれにつきましては家庭

の森づくりでありますとか事務所の森づくり街並みとか、こういうものについて熊本市の

方である制度につきましてそのまま継続をするということで、これは植木町さんにはない

ということでこのまま熊本市と統合、新市の事業として継続ということで提案させていた

だいております。以上でございます。 

 

幸山会長 

 それでは只今説明のありました協議第２１号につきまして御意見、御質問等あれば伺っ

て参りますがいかがでございましょうか。特にございませんでしょうか。もし今日無いよ



うであれば先ほど申し上げましたようにまた後日にでも御質問していただければというふ

うに存じます。 

 それでは次に移ってもよろしいでしょうか。 

 

（はい、との返答あり。） 

 

幸山会長 

 それでは次に移らせていただきます。続きまして「協議第２５号 水道事業関係ついて」

であります。それでは事務局からの説明をお願いします。 

 

事務局 

 ４５ページをご覧いただきたいと思います。水道関係事業でございます。１，水道関係

事業のうち植木町の上水道整備計画は、新市へ引き継ぐ。２，水道関係事業のうち簡易水

道使用料（水道料金）については、熊本市の料金体系に統一する。３，水道関係事業のう

ち簡易水道分担金（加入金）については、植木町の上水道整備計画終了までは現行のまま

とし、その後熊本市の例に統一する。引き込み工事負担金制度は、上水道整備計画終了ま

では現行のまま継続する。ということで御提案させていただいております。 

 ４７ページをご覧いただきたいと思います。調査表でございます。まず上水道事業でご

ざいます。植木町さんの上水道計画が平成２１年度から平成２８年度に渡りまして計画が

予定されておりまして平成２０年度から平成２１年度にかけまして上水道整備計画の認可

申請をされるということでございます。そのため認可されました整備計画につきましては

新市で全て引き継ぐということで提案させていただいております。 

 次に４８ページでございます。簡易水道使用料（水道料金）でございます。これについ

て熊本市の料金体系に統一するということで提案させていただいておりますけれども、こ

この水道料金、若干違いがあります。それでちょっと分かりにくいと思いまして下の例の

方を見ていただければと思います。１３ｍｍ、２０ｍｍということで一般的な家庭の使用

で熊本市の場合、２０㎥ ２，５２０円、３０㎥ ４，２００円ということ。これで植木町

さんは２，７００円と４，３８０円ということで若干植木町さんの方が高くなっておりま

すけれども、２０ｍｍについては熊本市の方は２，８７７円、４，５５７円、植木町さん

が２，７５０円、４，４３０円ということで若干熊本市の方が高くなっているというのが

あります。いずれにいたしましても、ほとんど変わりないということでありますし、熊本

市の方については今後１０㎥以下につきましても若干の値下げということで現在検討中で

ございましてそういうようなことからあまり違いがないということでありまして熊本市の

料金体制に統一をさせていただきたいということで提案させていただいております。 

 それから、４９ページでございます。簡易水道分担金（加入金）でございます。これに

つきまして熊本市、植木町さん両方を記載しておりますけれども、植木町さんの水道の方



の普及ということでかなり安く設定をされているところでございます。これにつきまして

は、先ほど御説明しました上水道整備計画終了までは現行のままということで提案をして

いるところでございます。また、引き込み負担金制度、これは加入金と一緒に１２万円を

徴収をして工事を一括しまして清算し残額を返すという制度でございます。これにつきま

しても出来るだけ水道の普及率を高めるということの制度でありますのでこれにつきまし

ても上水道整備計画平成２８年まで現行のまま継続をするということで調整方針で提案さ

せていただいております。水道事業関係は以上でございます。 

 

幸山会長 

 只今説明のありました「協議第２５号 水道事業関係」ですございますけれども、何か

御意見、御質問等あれば御伺いいたしますがいかがでしょうか。 

 金山委員さん、どうぞ。 

 

金山委員 

 １番の上水道整備計画について、少し細かな点ですけれどもお願いを出来ればと思って

おります。実は、本日の新聞の朝刊で城南町の協議の結果が記事に載っていたわけですが、

この中で城南町の協議結果が同じ水道ですけれども「２０１３年度完了予定として熊本市

に引き継ぐ」とこのようになっておりました。我々の分につきましても先ほどのように後

ろのそれぞれの調査表を御説明いただくとこの上水道整備計画というのが平成２１年度か

ら平成２８年度までのものなんだというのが分かるのですけれども、もし可能ならばこの

４５ページの最初の総括と言いますかこちらの方にも上水道整備計画というのが平成２１

年度から平成２８年度に予定されているものなんだということが分かるような書き方にし

ていただけるとより分かりやすくなるのではないかなということでこのような提案をさせ

ていただきたいと思います。 
 
幸山会長 
 只今の金山委員の提案について事務局の方からお願いします。 
 
事務局 
 ４７ページの個票をご覧いただきたいのですが、植木町上水道計画、確かに平成２８年

度までというふうになっておりますが、現在植木町では平成２１年度に認可申請の予定と

いうふうになっておりまして、こういうふうな書き方をさせていただいたんですが、今の

お話をお伺いしましたら認可が取れるということを前提に平成２８年度という書き方が出

来るのかなと思っておりますのでちょっと表現は次回までそういう前提で文言については

検討させていただきたいと思います。 
 



幸山会長 
 ただ今の御意見がございまして文言について次回まで提案をさせていただきたいという

ことで。 
 どうぞ他に何か御意見、御質問等あれば御伺いいたします。ありませんでしょうか。 
 それでは、御質問等無いようでございますので次の協議項目に移らせていただきます。

続きまして、「協議２７号 電算関係について」であります。事務局からの説明お願いいた

します。 
 
事務局 
 電算システムでございます。５１ページをご覧いただきたいと思います。電算関係事業

の内の基幹系システム、情報ネットワークシステムについて熊本市のシステムに統合する

ということで結論付けさせております。 
５３ページでございます。電算関係の基幹システムでございます。これは住民票に基づ

いて統一されているものでございまして熊本市の方が人口が多いということで壮大なデー

タ量がありましてこれにつきましては熊本市のシステムに統合させていただきたいという

ことで考えております。基幹システム事業内容については５５ページをご覧いただければ

と思います。住民票に関係しまして様々な業務内容をやっているということでございまし

て熊本市の方で統合をさせていただきたいと思っております。 
 それから、５６ページをご覧いただきたいと思います。情報ネットワークシステム、こ

れはいわゆるインターネットを活用しまして市民の皆様に情報提供であったり電子申請等

というネットワークでございます。これにつきましても同じような理由で熊本市のシステ

ムに統合させていただきたいということで御提案をしているところでございます。以上で

ございます。 
 
幸山会長 
 只今説明のありました協議第２６号につきまして何か御意見、御質問等ございませんで

しょうか。 
 
（はい、との返答あり。） 
 
幸山会長 
それでは、御意見、御質問等無いようでありますので以上を持ちまして本日提案いたし

ました協議項目につきましては終了とさせていただきます。 
それでは「次第４ その他」となっておりますが、まずは事務局の方から何かあります

か。 
 



事務局 
 次回でございます。次回の予定につきまして２月１６日月曜日朝早いのですけれども９

時３０分から予定をさせていただきたいと思います。場所は崇城大学市民ホールここで９

時３０分大会議室でございます。９時３０分にお願いしたいと思いますのでよろしくお願

いいたします。 
 
幸山会長 
 それでは次回開催予定につきまして２月１６日９時３０分から崇城大学市民ホールで開

催をさせていただきたいというふうに考えております。日程予定の方何卒よろしくお願い

申し上げます。 
 それでは何か委員の皆様方から何かございませんでしょうか。ようございますでしょう

か。 
 
（なし、との返答あり。） 
 
幸山会長 
 それでは他にないようでありますれば以上を持ちまして本日の協議を終了とさせていた

だきます。皆様方の御協力に心から感謝御礼を申し上げます。 
 
司会 
 それでは最後に閉会の御挨拶を当協議会副幸山会長の藤井植木町長にお願いいたします。 
 
藤井副幸山会長 
 閉会の御挨拶を申し上げます。本日は第２回目の法定協議会ということで基本的な協議

項目について慎重に御審議をいただきました。そしてまた次回採決となります項目につい

てもいろいろと議論を交わしていただきました。本当にありがとうございます。 
 いよいよこれから本格的な協議に入っていくわけであります。両市町の将来を見据えて

しっかりとした夢が描かれるようにしていきたいとそのように思っているところでござい

ます。次回２月１６日ということで次回は多数の項目の提案になろうかと思いますけれど

も、委員の皆様方の御協力を是非お願い申し上げましてこれで閉会とさせていただきます。

本日は大変ありがとうございました。 
 
司会 
 これを持ちまして第２回熊本市・植木町合併協議会を終了いたします。本日はありがと

うございました。 
 



終了 １６時００分 
 
以上のとおり会議の次第を記録し、これを証するため署名する。         

 
平成２１年 ２月１６日  

                                            
               署名委員    

 
    
                       署名委員  


